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温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
第
十
三
条
―
第
二
十
七
条
」
を
「
第
十
五
条
―
第
三
十
一
条
」
に
、
「
第

二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条
」
に
、
「
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
―
第

三
十
七
条
」
に
、
「
第
三
十
四
条
―
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
八
条
―
第
四
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
条
第
一
項
の
許
可
に
は
、
温
泉
の
保
護
そ
の
他
公
益
上
必
要
な
条
件
を
付
し
、
及
び
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
九
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
条
」
を
「

第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
号
中
「
第
六
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
四
項

又
は
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
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十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を

「
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
四
条
第

一
項
又
は
第
三
十
条
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中

「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
温
泉
成
分
分
析
を
受
け
ず
、
又
は
掲
示
の
内
容
を
変
更
し
な
か
つ
た
者

第
三
十
七
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
号
中
「
第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
八
条
」
を
「
第
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
条
」
に
、
「
第
九
条
第

二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号

中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
こ
の
法
律
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。
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第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
（
第
三
十
一
条
第
二
項

」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三

十
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
（
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
（
第
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条

第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条

（
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
（
第
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項

又
は
第
三
十
一
条
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
七
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
第
九
条
第
一
項
又

は
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た

許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。
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第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
又
は
第
四
号
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、

第
二
十
六
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
六
条
、
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
五
条
第
三
項

各
号
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
九
条
第
四
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二

十
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
二
十
一
条
と
し

、
第
十
六
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
」
を
「
第
二
十
五
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
温
泉
の
成
分
、
禁
忌
症
及
び
入
浴
又
は
飲
用
上
の
注
意
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
に
改
め
、
同
項
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に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

温
泉
の
成
分

二

禁
忌
症

三

入
浴
又
は
飲
用
上
の
注
意

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
浴
又
は
飲
用
上
必
要
な
情
報
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の

第
十
四
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
し
よ
う
と
」
を
「
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
」
に

改
め
、
「
と
こ
ろ
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

３

温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
前
項
の
温
泉
成
分
分
析
を
受
け
、
そ
の
結

果
に
つ
い
て
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
当
該
結
果
に
基
づ
き
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の

内
容
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
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分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
を
し
な
い
と
き
」
を

削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
温
泉
の
保
護
そ
の
他
公
益
上
」
と
あ
る
の
は
、
「
公
衆
衛
生
上
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
及
び
分
割
）

第
十
六
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
の
場
合
（
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
と
同
項

の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
い
法
人
が
合
併
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
が
存
続
す
る
場
合

を
除
く
。
）
又
は
分
割
の
場
合
（
当
該
許
可
に
係
る
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
す
る
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る

場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
合
併
又
は
分
割
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
合
併
後
存
続
す
る

法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
同
項
の
許
可
を

受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

第
四
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
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中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
す
る
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
温
泉
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
）

第
十
七
条

第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
す
る
事
業
を
承
継
す
べ
き
相

続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
許
可
に
係
る
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲

用
に
供
す
る
事
業
を
引
き
続
き
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
六
十
日
以
内
に
都
道
府
県

知
事
に
申
請
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

相
続
人
が
前
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
日
か
ら
そ
の
承
認
を
受
け
る
日
又
は
承

認
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
は
、
被
相
続
人
に
対
し
て
し
た
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
は
、
そ
の
相
続
人
に
対

し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
四
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
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す
る
。

４

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
相
続
人
は
、
被
相
続
人
に
係
る
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

第
二
章
中
第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
二

条
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
」
を
「
、
第
五
条
、
第
九
条
及
び
前
条
の
規
定
は
」
に
改
め
、
「
つ
い
て

」
の
下
に
「
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
同
項
の
増
掘
又
は
動
力
の
装
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
」
を
加
え

、
「
、
第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
九
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

第
七
条
第
二
項
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
又
は
第
四
号
」
に
、
「
公
益
上
」
を
「
温
泉
の
保
護
そ
の
他
公
益
上
」

に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。
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第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
土
地
の
掘
削
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
及
び
分
割
）

第
六
条

第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
の
場
合
（
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
と
同
項

の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
い
法
人
が
合
併
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
法
人
が
存
続
す
る
場
合

を
除
く
。
）
又
は
分
割
の
場
合
（
当
該
許
可
に
係
る
掘
削
の
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該

合
併
又
は
分
割
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
同
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

第
四
条
第
一
項
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併

に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
掘
削
の
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
土
地
の
掘
削
の
許
可
を
受
け
た
者
の
相
続
）

第
七
条

第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
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い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
掘
削
の
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
許
可
に
係
る
掘
削
の
事
業
を
引
き
続
き
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
は

、
被
相
続
人
の
死
亡
後
六
十
日
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

相
続
人
が
前
項
の
承
認
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
日
か
ら
そ
の
承
認
を
受
け
る
日
又
は
承

認
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
は
、
被
相
続
人
に
対
し
て
し
た
第
三
条
第
一
項
の
許
可
は
、
そ
の
相
続
人
に
対
し

て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
四
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

４

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
相
続
人
は
、
被
相
続
人
に
係
る
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
温
泉
成
分
分
析
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
温
泉
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
掲
示
が
、
温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
て
、
旧
法
第
十
四
条
第
二
項
の
登
録
分
析
機
関
の
行
う
同
項
の
温
泉
成
分
分
析
の
結
果
に
基
づ
か
な
い
で
さ
れ
て

い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
掲
示
が
、
同
項
の
登
録
分
析
機
関
の
行
う
同
項
の
温
泉
成
分
分
析
と
同
等
以
上
の
信
頼
性
を
有

す
る
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
温
泉
の
成
分
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
さ
れ
て
い
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
分
析
及
び
検
査
を
同
項
の
登
録
分
析
機
関
の
行
っ
た
同
項
の
温
泉
成
分
分
析
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
温
泉
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

新
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
し
て
い
る
者
で
あ

っ
て
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
二
項
の
温
泉
成
分
分
析
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
日
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
検
討
）

第
四
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
伊
東
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

伊
東
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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理

由

温
泉
の
保
護
及
び
利
用
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
す
る
者
に
対
す
る
定
期
的
な
温
泉
成

分
分
析
の
義
務
付
け
、
土
地
の
掘
削
等
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
許
可
の
取
消
し
等
の
措
置
を
講
ず

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。




